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宮城県産業復興相談センタ－における支援状況

１．開設以降の相談事業者対応状況
平成２３年１１月１１日、宮城県産業復興相談センタ－開設以降、平成２７年８月
末日までの実績については、下記の通りです。

①相談受付および支援状況

※金融支援合意先には、債権買取支援先のほか、宮城県中小企業再生支援協議会（再生計画策定
支援業務）における金融機関調整による事業者支援先も含んでおります。

②債権買取支援状況

相談事業者数 １，４００先

うち相談対応終了先 １，３６６先 うち金融支援合意先数※ ２４８先

うち窓口相談継続中先数 １４先

うち買取検討中先数 ２０先

買取決定先数 １３３先 買取決定先債権額 １７２億円
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宮城県産業復興相談センタ－における支援状況

③市町村別相談先数
沿岸部の被災事業者が多い。

相談企業数１，４００先のうち、石巻市（３２０先、22.9%）、仙台市（３１１先、
22.2%）、気仙沼市（２３２先、16.6%）の順となっている。
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宮城県産業復興相談センタ－における支援状況

④業種別相談先数
製造業３９７先(28.4％)[うち食料品製造業（水産加工業等）２４７先(17.6%)]、
小売業２１７先(15.5%)、宿泊業・飲食サービス業１２７先(9.1%)、建設業１２０先
(8.6％)、卸売業１１８先(8.4%)の順となっている。
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宮城県産業復興相談センタ－における支援状況

２．対応窓口

相談については、下記の相談センタ－窓口及び地域事務所、各商工会議所、商工会にて
受け付けております。

逐次、出張相談会も開催しており、電話での予約受付により、県内各地への出張相談を

行っております。

窓口名 所在地 電話 相談日

宮城県産業復興相談
センタ－

仙台市青葉区二日町１２－３０
日本生命勾当台西ビル８Ｆ

０２２－７２２－３８５８
土日、祝日を
除く毎日

石巻事務所
石巻市立町１－５－１７
石巻商工会議所内

０２２５－２２－０１４５
土日、祝日を
除く毎日

気仙沼事務所
気仙沼市八日町２－１－１１
気仙沼商工会議所内

０２２６－２２－４６００
毎週火曜日、
木曜日

宮城県産業復興相談センター 2015/9/10
5



宮城産業復興機構による債権買取案件の概要

• 二重債務問題への対応については、平成23年11月11日（金）、宮城県内の被災

事業者の支援にかかる相談体制を構築するため、宮城県中小企業再生支援協
議会（公益財団法人みやぎ産業振興機構内）に「宮城県産業復興相談センター」
を開設しました。

また、同12月27日（火）には、被災事業者の早期の事業再生を支援するため、県、

地元金融機関と独立行政法人中小企業基盤整備機構の共同出資により、「宮
城産業復興機構」を設立しました。

• 宮城県産業復興相談センターからの債権買取要請に基づき宮城産業復興機構
において債権買取を決定した案件は現在１３３先、対象債権額は１７２億円となっ
ております。

宮城産業復興機構では、既往債権者との間で債権譲渡契約を締結した後、被災
事業者が震災前から負っていた債務にかかる債権の買取等を行い、その元利
金の返済を一定期間棚上げすることによって財務内容の改善を図り、金融機関
からの新たな資金調達等を通じた事業の早期復興を支援します。

宮城県産業復興相談センター 2015/9/10
6



宮城産業復興機構による債権買取案件の概要

宮城県沿岸部に集中しており、石巻市・女川町・東松島市地区で６０先、気仙沼
市・南三陸町地区で３９先、仙台市その他で３４先。

支援先の特徴としては、東日本大震災による津波による、建物や設備等の流失・損
壊による被災が大半を占めており、事業復旧資金の借入に際して、震災前の債務を買
取・劣後化することによって、新規借入が可能となった。

１．事業者の所在地区及び特徴

２．事業者の業種

沿岸部の水産関連事業者（養殖業、水産加工業、水産物卸小売業等）が５２先、そ
の他の製造業が２０先、運輸業が１６先、その他の卸小売業が１８先、宿泊飲食業が
８先、その他業種が１９先と、主に沿岸部に事業拠点を置く水産関連業者の買取が約
４割を占めている。
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宮城産業復興機構による債権買取案件の概要
３．事業者の規模

従業員２０名以下の小規模事業者が９７先と、７割強を占める。

雇用関係については、買取対象事業者の雇用予定人員の合計が約２，２５０名と
なっている。

４．買取対象債権額

金融機関を中心とした買取対象となる総債権額は、１７２億円となっている。

５．中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業の状況

中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業（グル－プ化補助金）の活用先は
９１先と、債権買取支援企業の約７割が設備復旧に補助金を活用している。

宮城県産業復興相談センター 2015/9/10 8



宮城産業復興機構による債権買取案件の概要

買取対象の債権者は、地元金融機関（地方銀行、信用金庫、信用組合）に加え、メガバン
ク等県外の銀行、日本政策金融公庫、商工中金、ＪＡ、ＪＦなど各金融機関および信用保証
協会となっている。

また、リース債権も、リース物件が震災で滅失した場合の残存債権の買取を行っており、

ごく一部の業者を除く多くのリース債権者からも債権買取による支援が得られている。

６．買取対象債権者

７．債権買取を含む金融支援の合意先数

債権買取を決定した１３３先の他に、複数に亘る金融機関間の返済条件調整等による支
援先数は１１５先で、金融支援の合意先は総計で２４８先となっている。

金融支援対象の総債権額は、約４０２億円、支援先の雇用予定人員の合計は約４，３５０
名となっている。
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本件の問合せ先：

宮城県産業復興相談センター

（公益財団法人みやぎ産業振興機構）

企画担当統括責任者補佐 星 康弘

仙台市青葉区二日町１２－３０

日本生命勾当台西ビル８階

電話：０２２－７２２－３８５８

ＦＡＸ：０２２－２２７－０１８７

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.rsc‐m.jp
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